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軽自動車税のグリーン化特例により
税金が軽減されます
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市
で
は
、
資
源
の
有
効
利
用
と
ご
み
の
減
量
化
を
図
る
た

め
、
不
用
品
登
録
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
は

紹
介
制
で
、
紹
介
後
は
個
人
間
の
や
り
取
り
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
登
録
品
は
無
料
で
登
録
期
間
は
3
カ
月
で
す
。

　
な
お
、
円
滑
な
仲
介
事
務
を
進
め
る
た
め
、
不
用
品
登
録

の
際
に
写
真
の
提
供
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
写
真
を
提
供

し
て
い
た
だ
け
る
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

さしあげます

ゆずってください

▷和たんす　▷洋たんす　▷ポータブルトイレ　▷地デジア
ンテナ　▷犬用ベッド　▷犬猫用ヒーター　▷犬猫用マット　
▷男性用ゴルフクラブセット　▷チャイルドシート　▷工業
用ミシン　▷ダイニングテーブルセット　▷整理たんす

▷きねと臼　▷ＤＶＤレコーダー　▷冷風機　▷ＣＤラジカ
セ　▷大人用自転車　▷小型冷蔵庫　▷二段ベッド　▷プロ
パン用ガスこんろ

不
用
品
情
報

緑のカーテンコンテストを開催します

　地球温暖化対策の一環として、家庭や事業所での
緑のカーテンの普及を図るため、「行田市緑のカーテ
ンコンテスト」を開催します。

▶ 募集期間　9月1日㈫～ 30日㈬（持参の場合は土・
日曜日、祝日を除く）

▶ 応募資格　市内の住宅、事業所などにツル性植物
による緑のカーテンを平成27年4月以降に設置
している方

▶ 応募方法　環境課で配布している応募用紙（市ホー
ムページからダウンロード可）に必要事項を記入
し、写真を添付の上、持参または郵送してくださ
い。【持参・郵送】〒361―0031 行田市緑町13
―12  行田市環境課

▶ 審査方法　応募用紙および写真を基に、カーテン
の生育状況、効果、創意工夫などについて、総合
的に審査をします。

▶表　　彰　
　【家庭の部】優秀賞5点（賞状および記念品）
　【団体の部】優秀賞3点（賞状および記念品）

▶発　　表　結果については、郵送でお知らせします。

▶そ の 他
　・ 緑のカーテンの設置および応募に関する費用は

応募者の負担となります。
　・応募書類の返却は原則として行いません。
　・ 他の類似したコンテストなどに重複して応募で

きます。
　・応募者の個人情報は、適性に管理します。
　・ 入賞者は市ホームページに掲載し、取り組み内

容を紹介するため、写真データを提供していた
だく場合があります。

▶問い合わせ　同課環境政策担当☎556―9530

昨年の緑のカーテンコンテスト
最優秀賞作品（団体の部）

昨年の緑のカーテンコンテスト
最優秀賞作品（家庭の部）

▶ 対　　象　平成27年4月1日から平成28年3月31
日までに最初の新規検査を受けた車両（新車）で次の
表に該当するもの

軽乗用車 内　　容

電気自動車および平成21年排出ガス基準から窒素酸化物を10％以上低減し
た天然ガス自動車 おおむね75％軽減

ガソリン・ハイブリット車で平成17
年排出ガス基準75％低減達成車
（★★★★）

平成32年度燃費基準＋20％達成車 おおむね50％軽減

平成32年度燃費基準達成車 おおむね25％軽減

　平成27年度税制改正により、平成27年度中
に最初の新規検査を受けた一定の性能を有する
三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に
応じて平成28年度のみグリーン化特例により
税金が軽減（軽課）されます。

軽貨物車 内　　容

電気自動車および平成21年排出ガス基準から窒素酸化物を10％以上低減し
た天然ガス自動車 おおむね75％軽減

ガソリン・ハイブリット車で平成17
年排出ガス基準75％低減達成車
（★★★★）

平成27年度燃費基準＋35％達成車 おおむね50％軽減

平成27年度燃費基準＋15％達成車 おおむね25％軽減

軽課を適用した場合の税額

区　　分
標準税額

（平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車）

年税額

75％軽減 50％軽減 25％軽減

三輪車（660cc以下） 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円

四輪乗用車
（660cc以下）

自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円

営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円

四輪貨物車
（660cc以下）

自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円

営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

▶問い合わせ　税務課市民税担当（内線235）

平成27年10月1日に国勢調査を行います

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


